
 

 

 

 

神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、産業・業務部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱（令和６年４月１

日制定。以下「要綱｣という。）に基づき、神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導

入費補助金の申請に関し、必要な事項を定める。 

 

（申請期限） 

第２条 要綱第６条に掲げる申請書の提出期日は、令和８年２月 27日とする。 

 

（補助事業の完了） 

第３条 要綱第 11条第２項に掲げる補助事業の完了期日は、令和８年３月 31 日とする。 

 

（状況報告期限） 

第４条 要綱第 12条第１項に掲げる状況報告の期日は、令和８年３月 31日とする。 

 

（報告期限） 

第５条 要綱第 13条第１項に掲げる実績報告書の提出期日は、補助事業完了の日から２

か月以内又は令和８年４月 15日のいずれか早い日までとする。 

 

（事業期間） 

第６条 要綱別表１第２項クのただし書きに定める事業については、次の各号に掲げる全

ての要件を満たす事業とする。 

 (1) 発電出力が 100kW 以上であること。 

(2) 令和７年度中に事業着手し、令和８年度中に事業完了すること。 

(3) 交付申請前に、全事業期間の事業費、各年度に実施する工事を明確に区分した工程

表及び各年度の発生する経費がわかる書類を提出の上、県に事前相談をすること。 

２ 前項の事業については、補助額やその他条件を次のとおりとする。 

(1) 補助額は、補助事業に係る完了部分の割合に応じて算出すること。ただし、当該年

度に支払完了した額を当該年度の補助額の上限とする。 

(2) 各年度に補助金の交付申請を行い、交付決定を受けた後に事業を実施すること。 

(3) 令和８年度に、事業を取りやめた場合は、既に交付した補助金（令和７年度の補助

金も含む）を返還すること。 

 

附 則  

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則  

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 


